
付議案第60号 

福岡市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則案 

上記の付議案を提出する。 

令和３年10月11日 

福岡市教育委員会

教育長  星子 明夫  

理由 

本件は，福岡市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定する必

要があるので，福岡市教育委員会事務委任規則第２条第１項第２号の規定により付議する

ものである。 

福岡市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

福岡市公民館条例の一部を改正する条例（令和３年福岡市条例第72号）は，令和３年10

月28日から施行する。 
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付議案第 60 号資料 

 

 

福岡市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 

 

１ 制定の理由 

  本件は，福岡市公民館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める必要があるた

め制定するもの。 

 

 

２ 内 容 

柏原公民館の新築移転に伴い，令和３年９月に福岡市公民館条例の一部改正を行い，

施行期日については教育委員会規則で定める日としていたが，令和３年 10 月 28 日

に移転することが決定したため，施行期日を令和３年 10 月 28 日と定めるもの。 

 

 

３ 施行期日 

  令和３年 10 月 28 日 
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柏原公民館　位置図

旧柏原公⺠館

新柏原公⺠館
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